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第１　審査の対象

　令和５年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに公営企業会計決算(以下、「令和５年度決算」

という。)に係る健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比

率）並びに当該比率の算定の基礎となる事項を記載した書類を審査の対象とした。

第２　審査の期間

　令和６年８月２日から令和６年８月23日まで

第３　審査の方法

　審査に付された令和５年度決算に係る健全化判断比率が、関係法令等に基づき適正に算定されている

かどうか、また、算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼をおい

て、審査を実施した。

　なお、審査に当たっては、必要に応じて関係職員に説明を求めたほか、八幡平市監査基準に準拠して

審査を実施した。

第４　審査の結果

　審査に付された下記の令和５年度決算に係る健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。

（単位：％）

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

 実質赤字比率

 令和５年度の実質赤字比率は、赤字を生じていないため数値は算出されず、早期健全化基準を下回

っており、良好な状態にあると認められた。

 連結実質赤字比率

 令和５年度の連結実質赤字比率は、赤字を生じていないため数値は算出されず、早期健全化基準を

下回っており、良好な状態にあると認められた。

(3) 実質公債費比率

 令和５年度の実質公債費比率は 15.5％であり、前年度と比較して0.8ポイント減少し、早期健全化

基準との比較では 9.5ポイント下回っている。 市債の借り入れに当たっては、引き続き、起債許可

団体とならないよう、また、財政の硬直化を招くことのないよう、計画的な活用を図られたい。

(4) 将来負担比率

 令和５年度の将来負担比率は、32.2％であり、前年度と比較して 3.7ポイント減少し、早期健全化

基準との比較では317.8ポイント下回っている。今後においても、より一層、財政の健全化に努めら

れたい。
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第１　審査の対象

　令和５年度水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計決算（以下、｢令和５年度決算」という。)

に係る資金不足比率及び当該比率の算定の基礎となる事項を記載した書類を審査の対象とした。

第２　審査の期間

　令和６年８月２日から令和６年８月23日まで

第３　審査の方法

　審査に付された令和５年度決算に係る資金不足比率が、関係法令等に基づき適正に算定されているか

どうか、また、算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼をおいて、

審査を実施した。

　なお、審査に当たっては、必要に応じて関係職員に説明を求めたほか、八幡平市監査基準に準拠して

審査を実施した。

第４　審査の結果

　審査に付された下記の令和５年度決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。

（単位：％）

水道事業会計

下水道事業会計

病院事業会計

 各会計ごとの資金不足比率

 令和５年度の各会計の資金不足比率は、いずれも資金不足を生じておらず、経営健全化基準を下回

っており、良好な状態にあると認められた。

経営健全化
基　　　準

― ― ― ― 20.0

比率及び会計の名称 令和３年度 令和４年度 令和５年度 比較増減

資
金
不
足
比
率

(1)
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１　健全化判断比率等の対象範囲

２　健全化判断比率等の算定結果

３　各会計の収支及び資金状況

４　実質赤字比率

５　連結実質赤字比率

６　実質公債費比率

７　将来負担比率

８　資金不足比率

参考資料



参考資料1.健全化判断比率等の対象範囲

参考資料2.健全化判断比率等の算定結果
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参考資料3.各会計の収支及び資金状況

令和５年度 （単位：円）

区　分

会計名

令和４年度 （単位：円）

区　分

会計名

未収入特定財源 翌年度へ繰越すべき 実質収支額

(
4
)

1,017,747

13,707,143

23,309,751,024 22,444,963,652

13,707,143

321,183,217

翌年度繰越額

歳 入 歳 出 差 引 額 ① ②

4,255,082 0

病院事業会計 2,785,726,724 321,106,649 2,464,620,075

水道事業会計 1,471,533,329 350,190,126 1,121,343,203

予算現額
決 算 額

下水道事業会計 1,062,418,781 690,101,958 372,316,823

会計名

3,324,019,6273,346,959,000

23,974,168,000

特
別
会
計

3,024,123,000国民健康保険

合 計 864,787,372

区　分

0 0

後期高齢者医療 322,200,964

決 算 額

歳 入 歳 出
予算現額

差 引 額 ①

3,002,836,4103,015,525,806

一 般 会 計 19,972,024,254 19,120,944,025

小 計

実質収支額

①－④

851,080,229

12,689,396

未収入特定財源

③ 財源 ④（②－③）

翌年度繰越額 翌年度へ繰越すべき

②

151,419,000756,390,000 604,971,000

③ 財源 ④（②－③） ①－④

20,627,209,000

1,017,7470 0 0322,836,000

流 動 資 産 流 動 負 債 運 転 資 金

713,368,372

資 金 状 況

151,419,000756,390,000 604,971,000

3,337,726,770

699,661,229

00 0 12,689,396

0

一 般 会 計 21,544,339,000 20,866,951,505 20,225,487,055 641,464,450 617,573,000 468,221,000 149,352,000 492,112,450

0

0 0 4,255,082国民健康保険 3,219,593,000 3,080,643,349 3,076,388,267

0 0 588,537後期高齢者医療 588,537

0 0 0 4,843,619

25,087,944,000 24,259,686,985 23,613,378,916 646,308,069 617,573,000 468,221,000 149,352,000 496,956,069

3,543,605,000 3,392,735,480 3,387,891,861 4,843,619

合 計

区　分 資 金 状 況

会計名 流 動 資 産 流 動 負 債 運 転 資 金

小 計

324,012,000 312,092,131 311,503,594

特
別
会
計

1,049,044,839 618,048,545 430,996,294

1,423,841,487 316,947,384 1,106,894,103

病院事業会計 2,491,340,563 329,032,610 2,162,307,953

水道事業会計

下水道事業会計



参考資料4.実質赤字比率

[趣旨]

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する割合

実質赤字比率（％）　＝　一般会計等の実質赤字額　／　標準財政規模　×　100

○一般会計等の実質赤字額

一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額

○実質赤字の額

繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）

○繰上充用額

歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額

○支払繰延額

実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額

○事業繰越額

実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額

(単位：千円、％)

[算定式]

＝

＝

実質赤字額がマイナスのため、赤字は生じていないことから、 「 ― 」 表示となる。

よって、実質赤字比率は、 ＜ であり、早期健全化基準を下回っている。

※　基準は財政規模に応じて定まる。

699,661

699,661

514,224

492,112

492,112

(

514,224

11,921,39011,810,93612,173,531

11,810,936

-492,112

12,173,531

-514,224 -699,661

11,921,390

13.06

＝

― (

―

)(― -4.16 ) -5.86 )-4.22実質赤字比率（％） ―

一
般
会
計
等

一般会計
に属する
特別会計

実質赤字
比率

標準財政規模

計

一般会計

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

実質収支額

令和５年度令和３年度 令和４年度
会計名
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参考資料5.連結実質赤字比率

[趣旨]

全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する割合

連結実質赤字比率（％）　＝　連結実質赤字額　／　標準財政規模　×　100

○連結実質赤字額

次の a と b の合計額が c と d の合計額を超える場合の当該超える額

a 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、

実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

b 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

c 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

d 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

(単位：千円、％)

※　実質収支額欄について、法適用の公営企業会計は、資金不足・剰余額を記載。

[算定式]

＝

＝

実質赤字額がマイナスのため、赤字は生じていないことから、 「 ― 」 表示となる。

よって、連結実質赤字比率は、 ＜ であり、早期健全化基準を下回っている。

※　基準は財政規模に応じて定まる。

1,952,594 949,720

699,661

2,682,689

1,313,847

―

1,018

)

公
営
事
業
会
計

連結実質赤字額（黒字は「－」）

標準財政規模

492,112

1,017,706

1,307,638

―

589
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―
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83,124

1,015,356
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病院事業会計

―

2,381,090

5,203,3904,931,000 5,659,624

11,921,39011,810,93612,173,531

11,921,390

-5,659,624

11,810,936

-5,203,390

12,173,531

-4,931,000

18.06―

-47.47 )

連結実質
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公
営
企
業
会
計 法非適

用企業

-44.05(連結実質赤字比率（％）

令和５年度

標準財政規模

一般会計等＋公営事業会計

一般会計

会計名

会
計
等

一
　
般

一般会計に属す
る特別会計

令和４年度

国民健康保険特別会計（事業勘定） 12,689

―

水道事業会計

下水道事業会計

令和３年度

実質収支額（資金不足・剰余額）

―

―

4,255

-40.50

―

―

―

後期高齢者医療特別会計

(―

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

―

1,365,263

浄化槽事業特別会計

) ― (

＝

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

法適用
企業

―

―
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参考資料6.実質公債費比率

[趣旨]
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する割合

（地方債の元利償還金 ― （特定財源＋元利償還金・準元利償還金
実質公債費比率（％） ＋準元利償還金） 　に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模 ― （元利償還金・準元利償還金
　に係る基準財政需要額算入額）

○準元利償還金： a から e までの合計額
a 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における１年当たりの元

金償還金相当額
b 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められ

るもの
c 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充て

たと認められるもの
d 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
e 一時借入金の利子

○特定財源
国や都道府県等からの利子補給、貸付金の財源として発行した地方債に係る貸付金の元利償還金、公営住宅使
用料、都市計画事業の財源として発行された地方債償還額に充当した都市計画税等。

[算定式] （地方債の元利償還金 （特定財源＋元利償還金・準元利償還金
＋準元利償還金） 　に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模 （元利償還金・準元利償還金
　に係る基準財政需要額算入額）

0

46,210

⑭⑫ ⑬
普通交付税額

積立不足額を
考慮して算定
した額

満期一括償還
地方債の１年
当たりの元金
償還金に相当
するもの（年
度割相当額）

公営企業に要
する経費の財
源とする地方
債の償還の財
源に充てたと
認められる繰
入金

一部事務組合
等の起こした
地方債に充て
たと認められ
る補助金又は
負担金

ＰＦＩ事業に
係る債務負担
行為に係るも
の（省令第７
条第１号）

いわゆる五省
協定等によ
り、利便施設
及び公共施設
を買い取るた
めに行った債
務負担行為に
係るもの（省
令第７条第２
号）

国営土地改良事
業並びに独立行
政法人森林総合
研究所、独立行
政法人水資源機
構及び独立行政
法人環境再生保
全機構の行う事
業に対する負担
金（省令第７条
第３号）

（３カ年平均）

区分 ① ② ③ ④ ⑤

＝ × 100

⑥-1 ⑥-2 ⑥-3
元利償還金の
額（繰上償還
額等を除く）

0 0

R5 2,741,579 0 0 955,637 69,727 0 0 0

79,594 0

R3 3,052,759 0 0 955,774 93,542 0 0

R4 2,821,967 0 0 969,302

一時借入金の
利子

特定財源の額 事業費補正に
より基準財政
需要額に算入
された公債費

災害復旧費等
に係る基準財
政需要額

密度補正により
基準財政需要額
に算入された元
利償還金及び準
元利償還金（た
だし④～⑦に係
るものは、地方
債の元利償還額
を基礎として算
入されたものに
限る）

区分 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

臨時財政対策
債発行可能額

標準税収入額
等

R4 0 7,854 430,436 1,981,833

3,908,226 7,814,081 451,224R3 0 16,283 428,020 1,982,888

50,279 4,137,509 7,554,548 118,879

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1,675,437

R5 0 412 418,309 2,013,936 4,203,887 7,661,516 55,98760,784

R3R3 4,148,838 R3 2,473,401

① ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑮

R4 9,348,388
R3 12,173,531 R3

R5 1,328,458
R4 3,913,224 ― R4 2,470,402 ＝ R4 1,442,822

2,457,118 R3 9,716,413
R4 11,810,936 ― R4 2,462,548 ＝

(３カ年平均)

R5 3,821,899 R5 2,493,441
比率（％）

＝

実質公債費

⑫ ⑬ ⑭
⑨ ⑩ ⑪ ⑮

R5 11,921,390 R5 2,493,029 R5 9,428,361

(7)



単年度 ３ヵ年平均

よって、実質公債費比率は、 ＜ 25.0％ であり、早期健全化基準を下回っている。

R5 15.5
R4 16.3

実質公債費
比率

３カ年
平均

16.3
16.9

15.5

17.24337

R3 16.9

15.43391

⑫+⑬+⑭

000 0

標準財政規模

12,173,531

⑮

地方財政法第
５条の３第４
項第１号の規
定に基づき総
務大臣が定め
る額（特別区
のみ記入）

0

46,763

54,9560

0 0 0 0

4,823 41,940

0 4,00700 50,949

38,233 42,361

利子補給に係
るもの（政令
第12条第４
号）

公債費に準ず
る債務負担行
為に係るもの

地方公務員等
共済組合が建
設した職員住
宅等の無償譲
渡を受けるた
めに支払う賃
借料（省令第
７条第４号）

社会福祉法人
が施設の建設
のために借り
入れた借入金
の償還に対す
る補助（省令
第７条第５
号）

損失補償又は
保証に係る債
務の履行に要
する経費の支
出（省令第７
条第６号）

地方公共団体
以外の者の債
務を引き受け
た場合におけ
る当該債務の
履行に要する
経費の支出
（省令第７条
第７号）

その他これら
に準ずると認
められるもの
（省令第７条
第８号）

⑥
⑥-4 ⑥-5 ⑥-9⑥-8⑥-7⑥-6

（単位：千円、％）

実質公債費
比率

単年度

4,128

0 14.09002
11,810,936
11,921,390

0

R3 17.24337

＝
R4 15.43391

× 100
R5 14.09002

15.5％

(8)



参考資料7.将来負担比率

[趣旨]

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合

将来負担額 － （充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債

　現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模 － （元利償還金・準元利償還金に係る

　基準財政需要額算入額）

○ 将来負担額： ① から ⑧ までの合計額

① 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

② 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費に係るものに限る。）

③ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

④ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

⑤ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

⑥ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務

の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

⑦ 連結実質赤字額

⑧ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち、一般会計等の負担見込額

○ 充当可能財源等： ⑨ から ⑪ までの合計額

⑨ 地方債の償還額等に充当可能な基金（ ① から ⑥ までの償還額等に充てることができる地方自治法

第241条の基金）

⑩ 地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入

⑪ 地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額

（将来負担額・・・分子Ａ）

（充当可能財源等・・分子Ｂ）

[算定式] Ａ Ｂ

将来負担額 （充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等

　に係る基準財政需要額算入見込額）

－ ＝

－ ＝

標準財政規模 (元利償還金・準元利償還金

　に係る基準財政需要額算入額)

将来負担比率（％） ＝ × 100

区分 ① ② ③ ④ ⑤
⑥-1 ⑥-2 ⑥-3

地方債の現
在高

債務負担行
為に基づく
支出予定額

公営企業債
等繰入見込
額

組合等負担
等見込額

退職手当負
担見込額

地方道路公
社

土地開発公
社

地方独立行
政法人

R4 15,249,862 27,168 10,215,601 195,050 2,146,625 0 0 0

0 0 0R3 17,228,637 20,821 11,067,619 273,034 2,101,300

区分 ⑨ ⑩ ⑪ 計　Ｂ

R5 13,437,207 26,071 9,580,789 234,546 2,210,863 0 0 0

R5 4,282,993 747 0 18,169,270 22,453,010

⑩-1
充当可能基
金

充当可能特
定歳入

うち都市計
画税

基準財政需
要額算入見
込額

R4 4,757,430 832 0 19,711,306 24,469,568

R3 5,693,413 8,574 0 20,234,701 25,936,688

⑨ ⑩ ⑪

R5 25,489,476 R5 22,453,010

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

R4 27,834,306 R4 24,469,568 R4 3,364,738

R5 3,036,466

R3 30,691,411 R3 25,936,688 R3 4,754,723

2,493,029 R5 9,428,361

将来負担
比率（％）

＝

R4 11,810,936 R4 2,462,548 R4 9,348,388

R3 12,173,531 R3 2,457,118 R3 9,716,413

R5 11,921,390 R5

(9)



（単位：千円）

将来負担比率（％）

よって、将来負担比率は、 ＜ であり、早期健全化基準を下回っている。

計　Ａ⑥ ⑦ ⑧

設立法人の
負債額等負
担見込額

連結実質赤
字額

組合等連結
実質赤字額
負担見込額

30,691,4110 0 0

0 0 0 27,834,306

0 0 0 25,489,476

R3 48.9

× 100
R5 32.2

＝
R4 35.9

⑥-4
第三セク
ター等
(損失補償、信
託、貸付)

0

0

0

32.2% 350.0％

(10)



参考資料8.資金不足比率

[趣旨]

○公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する割合

資金不足比率（％）　＝　資金の不足額　／　事業の規模　×　100

○資金の不足額：資金の不足額 ＝ 流動負債 − 控除企業債等 － 流動資産

○事業の規模：事業の規模 ＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額

●計算　 決算統計 第20表「損益計算書」、第22表「貸借対照表」から

（単位：千円）

※　流動負債は、控除未払金等の控除額を除いたものである。

※　控除企業債等とは、貸借対照表の流動負債に計上されている企業債及び他の会計からの長期借入金で、建設改良費等に充てる

ためのものの額である。

※　流動資産は、控除財源等の控除額を除いたものである。

※　Ｄ欄がマイナスの場合は、資金剰余額となる。

（単位：千円）

※ 決算統計 第20表「損益計算書」から

　　(下水道事業)　事業の規模＝ 「営業収益」－「受託工事収益」

　　( 病院事業 )　 事業の規模＝ 「医業収益」

○資金不足比率 （単位：％）

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

※　資金不足額がない場合は、 「 ― 」 を記載している。

[算定式]

よって、資金不足比率は、それぞれ ＜ であり、経営健全化基準を下回っている。

-549.9 ― -548.6

下水道事業会計

R3 184,641

R4 185,498

R5

病院事業会計 R4 1,123,069

R5 1,186,877

○資金不足額

○事業の規模

会計名
資金不足額又は剰余額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ （A－B－C)

控除企業債等 流動資産流動負債

R4

-226.0

会計名

○資金不足比率（％）

―

Ｅ　事業の規模

年度

R3

20.0％

＝ ＜

―

316,947

350,190

329,032

321,106

397,115

-328.1

R4

398,532

200,743

R4

― -330.8

令和３年度 令和４年度 令和５年度

― -340.2 ―

R3 1,079,527

R5

618,050 586,713

R3

-1,313,847

-2,381,090

会計名 年度
事業の規模

Ｅ

R5

R3

＝

R5

0 ―→
Ｄ　資金不足額

水道事業会計

病院事業会計 ― -180.9 ― -212.0 ―

― -508.4下水道事業会計

401,335

水道事業会計

186,801

622,615 590,467 1,047,504 -1,015,356

　　( 水道事業 )　 事業の規模＝ 「営業収益」－「受託工事収益」

2,491,340

1,049,043

690,102 577,403 1,062,419

1,400,591 -1,365,263

水道事業会計

R3 373,364 219,489 2,106,469 -1,952,594

病院事業会計

-2,682,689

1,423,842

218,068 2,785,727

-1,307,638

192,505 1,471,532

238,198 202,870

218,782

下水道事業会計 R4

R5

-1,017,706

-949,720
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